
第 2回 水素等規格委員会 貯槽分科会 

議事次第 

 

1. 日 時 2026年 6月 16日（火）10:00～12:00 

 
2. 場 所 WEB会議（Webex） 

 

3. 議 事 

（1） 液化水素貯槽に関する基準（仮）の原案策定に向けた検討状況の報告 
（2） その他 

 

4. 配布資料 

資料 1 液化水素貯槽に関する基準（仮）の原案策定に向けた検討経緯 

資料 2 NEDO事業進捗報告  ※非公表資料 

  

参考 水素等規格委員会 貯槽分科会 委員名簿 

 

  



 

 

 

委 員 等 倫 理 心 得 

 

 

 

委員等は、以下の事項を遵守しなくてはならない。 

 

（専門性の保持） 

第１条 委員等は、自己の専門的知識と技術的良心に基づいて技術基準の作成に貢献すると共

に、専門分野の技術力向上に絶えず努めなければならない。 

 

（中立性の確保） 

第２条 委員等は、公共の安全の確保を最優先に考えなければならない。 

２ 委員等は、専門家として中立的立場で行動し、関係者の利害関係の相反の回避に努めなけ

ればならない。 

 

（秘密保持義務等） 

第３条 委員等又は委員等にあった者は、技術基準の作成に関して知得した秘密を漏らしたり

盗用したりしてはならない。また、それらの秘密を個人的な目的のために使用してはならな

い。 

２ 委員等は、各々の委員会等の承認なしに委員会等の名称を使い、委員会等の意見を公表し

てはならない。 

 

（品位の保持） 

第４条 委員等は、強い責任感をもって、その名誉を汚す行為を慎まなくてはならない。 

 

 


